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この資料における計数は、それぞれ四捨五入しているため、端数において

合計と一致しないものがある。 
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（単位：億円）

７年度 ８年度 増△減

(6.2%)

一般会計歳出（Ａ） 1,151,978 1,223,092 71,114

うち (3.0%)

一般歳出（Ｂ） 681,071 701,557 20,485

うち (2.0%)

社会保障関係費（Ｃ） 382,938 390,559 7,621

(1.5%)

年金給付費 136,916 139,012 2,095

(2.9%)

医療給付費 123,368 126,895 3,527

(1.4%)

介護給付費 37,274 37,806 532

(0.3%)

少子化対策費 35,213 35,335 122

(4.4%)

生活扶助等社会福祉費 45,275 47,277 2,002

(△14.8%)

保健衛生対策費 4,434 3,778 △656

(△0.3%)

雇用労災対策費 458 456 △1

（Ｃ）／（Ａ） 33.2% 31.9% 10.7%

（Ｃ）／（Ｂ） 56.2% 55.7% 37.2%

うち (△20.8%)

恩給関係費（Ｄ） 623 493 △130

（Ｃ＋Ｄ）／（Ａ） 33.3% 32.0% 10.5%

（Ｃ＋Ｄ）／（Ｂ） 56.3% 55.7% 36.6%

（注１）計数はそれぞれ四捨五入している。

（注２）上記の社会保障関係費等は、一般歳出の内訳として主要経費別に分類したものである。

令和８年度 社会保障関係費（主要経費別）
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令和８年度の社会保障関係費は、前年度（38.3 兆円程度）から＋7,600 億円程度の
39.1 兆円程度となった。様々な制度改⾰・効率化努⼒を積み重ねることにより、実質
的な伸びを⾼齢化による増加分に抑えた上で、令和８年度診療報酬改定における今後
の賃上げ、物価対応分など経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算
した。 
（いわゆる⾃然増は+4,000 億円程度（年⾦スライド分を除く。）、制度改⾰・効率化等
は▲1,500 億円、⾼齢化による増加分は+2,500 億円程度（年⾦スライド分を除く。）、
経済・物価動向等への対応は＋5,200 億円程度（年⾦スライド分を含む。）） 

 
 
 

 
（１）診療報酬改定 

令和８年度診療報酬改定は、令和７年度補正予算の「医療・介護等⽀援パッケージ」
に引き続き、「経済財政運営と改⾰の基本⽅針 2025」及び「「強い経済」を実現する総
合経済対策」に基づき、経営の改善や従事者の処遇改善につながるよう、施設類型ご
との費⽤構造や経営実態を踏まえた的確な対応を⾏う。あわせて、現役世代の保険料
負担の抑制のため効率化・適正化を実施する。その際、令和６年度診療報酬改定以降
の経営環境の悪化を踏まえた緊急的な対応その他の特例的な措置を図る。 

これらの措置による改定率は＋3.09％（令和８年度及び令和９年度の２年度平均。令
和８年度＋2.41％（国費 2,348 億円程度（令和８年度予算額））、令和９年度＋3.77％）
となる。 
○ 賃上げ分の 1.70%は、医療現場での⽣産性向上の取組と併せ、＋3.2％のベースア

ップを実現する措置（看護補助者及び事務職員は+5.7％）を講じ、施設類型ごとの
職員の規模や構成に応じて配分する。うち＋0.28％は、医療機関等の賃上げ余⼒の回
復・確保を図りつつ幅広い医療関係職種での賃上げを確実にすべく、賃上げ対応拡
充時の特例的な対応として措置する。 

○ 物価対応分の+0.76%のうち、+0.62%は、施設類型ごとの費⽤関係データに基づき
配分する。さらに、病院の中でも、その担う医療機能に応じて配分する。また、+0.14%
は、⼤学病院を含む⾼度機能医療を担う病院に対し、物価対応本格導⼊時の特例的
な対応として措置する。 

○ 令和６年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分の＋0.44％
は、令和７年度補正予算の効果を減じないよう、施設類型ごとのメリハリを維持し
て配分する。 

○ また、⼊院時の⾷費基準額を１⾷当たり 40 円引き上げる（患者負担は、所得区分
等に応じて１⾷当たり 20 円〜40 円の引上げ）とともに、光熱⽔費基準額を１⽇当
たり 60 円引き上げる（指定難病患者等の患者負担は据え置き）。 

○ 後発医薬品への置換えの進展を踏まえた処⽅や調剤に係る評価の適正化、実態を
踏まえた在宅医療・訪問看護関係の評価の適正化、⻑期処⽅・リフィル処⽅の取組
強化等による効率化として、▲0.15％とする。 

Ⅱ．令和８年度診療報酬・薬価等改定 ⇒ 別紙２ 

Ⅰ．令和８年度社会保障関係費の全体像 ⇒ 別紙１ 
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○ 実際の物価等が⾒通しから⼤きく変動し、医療機関等の経営に⽀障が⽣じた場合
には令和９年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調整を⾏う。 

 
（２）薬価等改定 

創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保を図りつつ、市場実勢価格を
反映することにより、▲0.87％（国費▲1,063 億円）とする。 

 
 
 

 
（１）介護報酬改定 

「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、「介護分野の職員の処遇改善に
ついては、（中略）他職種と遜⾊のない処遇改善に向けて、令和８年度介護報酬改定に
おいて、必要な対応を⾏う」とされたことを踏まえて、令和９年度介護報酬改定を待
たずに、期中改定を実施する。具体的には、政府経済⾒通し等を踏まえた介護分野の
職員の処遇改善、介護サービス事業者の⽣産性向上や協働化の促進等のため、以下の
措置を講じる。なお、これらの措置による改定率は＋2.03％（国費＋518 億円（令和８
年度予算額への影響額））となる。 
○ 介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く⽉ 1.0 万円（＋3.3％）の賃上

げを実現する措置を実施する。 
○ ⽣産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、⽉ 0.7 万円（＋2.4％）

の上乗せ措置を実施する。 
※ 合計で、介護職員について最⼤⽉ 1.9 万円（＋6.3％）の賃上げ（定期昇給 0.2 万

円込み）が実現する措置。 
○ 上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、介護職員

のみから介護従事者に拡⼤するとともに、⽣産性向上や協働化に取り組む事業者に
対する上乗せの加算区分を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外だった、
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護⽀援等について、新たに処遇改善加
算を設ける。 

○ また、令和９年度介護報酬改定を待たずに、介護保険施設等における⾷費の基準
費⽤額について、１⽇当たり 100 円引き上げる（低所得者については、所得区分に
応じて、利⽤者負担を据え置き⼜は１⽇当たり 30〜60 円引上げ）。 

 
（２）障害福祉サービス等報酬改定 

介護報酬と同様に、「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、令和９年度
障害福祉サービス等報酬改定を待たずに、期中改定を実施する。具体的には、介護分
野の処遇改善の対応状況も踏まえ、介護分野との収⽀差率や賃上げの状況の違い等、
障害福祉分野における総費⽤額の伸び等も勘案しつつ、政府経済⾒通し等を踏まえた
障害福祉分野の職員の処遇改善、障害福祉サービス等事業者の⽣産性向上や協働化の
促進のため、以下の措置を講じる。なお、これらの措置による改定率は＋1.84％（国
費＋313 億円（令和８年度予算額への影響額））となる。 
〇 福祉・介護職員のみならず、障害福祉従事者を対象に、幅広く⽉１万円（＋3.3％）

Ⅲ．令和８年度介護報酬改定・障害福祉サービス等報酬改定 ⇒ 別紙２ 
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の賃上げが実現できる措置を実施する。 
〇 ⽣産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、⽉ 0.3 万円（＋

1.0％）の上乗せを措置する。 
※ 合計で、福祉・介護職員について、最⼤⽉ 1.9 万円（6.3％）の賃上げ（定期昇

給 0.6 万円込み）が実現する措置。 
〇 上記の措置を実施するため、今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介

護職員のみから、障害福祉従事者に拡⼤するとともに、⽣産性向上や協働化に取り
組む事業者に対する上乗せの加算を設ける。また、これまで処遇改善加算の対象外
だった、計画相談⽀援、障害児相談⽀援及び地域相談⽀援について、新たに処遇改
善加算を設ける。さらに、ベースアップなどによる更なる賃上げや⽣産性向上等の
取組を後押しするために必要な措置を講ずる。 

 
 
 

 
社会保障改⾰の新たなステージにおいて、現役世代の保険料率の上昇を⽌め、引き下

げていくことを⽬指すとの⽅針に基づき、経済・物価動向等に適切に対応しつつ、医療・
介護を中⼼とした社会保障制度改⾰を着実に実⾏する。 

具体的には、令和８年度診療報酬改定が令和８・９年度に対応するものであることを
踏まえ、令和８・９年度を通じて、歳出改⾰を中⼼に取り組み、その社会保険負担軽減
効果を活⽤するほか、物価上昇を上回る賃上げの実現に向けた取組による雇⽤者報酬の
増加によって⽣じる社会保険負担軽減効果も活⽤することにより、令和９年度の社会保
障負担率が令和７年度と⽐較して上昇しないよう取り組む。 

また、今後も⼀定の物価上昇が継続すると想定される中での医療給付費の在り⽅と、
現役世代の保険料負担抑制との整合性を図るための制度的対応についても検討を進め
る。 

こうした⽅針を踏まえつつ、令和８年度においては、以下の項⽬に取り組む。さらに、
「「強い経済」を実現する総合経済対策」脚注 58 に盛り込まれた社会保障改⾰を含め、
令和７年度中に具体的な⾻⼦について合意し、令和８年度中に具体的な制度設計を⾏
い、順次実施するべく、検討を進める。 

 
（１）薬剤給付の⾒直し 

① ＯＴＣ類似薬を含む薬剤⾃⼰負担の⾒直し 
ＯＴＣ医薬品の対応する症状に適応がある処⽅箋医薬品以外の医療⽤医薬品のう

ち、他の被保険者の保険料負担により給付する必要性が低いと考えられるときには、
患者の状況や負担能⼒に配慮しつつ、別途の保険外負担（特別の料⾦）を求める新た
な仕組みを創設し、令和８年度中（令和９年３⽉）に実施する。まずは、77 成分（約
1,100 品⽬）を対象医薬品とし、薬剤費の４分の１に特別の料⾦を設定する。 

今後、セルフメディケーションに関する国⺠の理解や、ＯＴＣ医薬品に関する医
師・薬剤師の理解を深めるための取組、医療品医薬品のスイッチＯＴＣ化に係る政府
⽬標の達成に向けた取組などの環境整備を進めるとともに、将来、ＯＴＣ医薬品の対
応する症状に適応がある処⽅箋医薬品以外の医療⽤医薬品の相当部分にまで対象範

Ⅳ．社会保障制度改⾰の推進 ⇒ 別紙３ 
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囲を拡⼤することを⽬指し、上記の施⾏状況等について厚⽣労働省において把握・分
析を⾏った上で、令和９年度以降にその対象範囲を拡⼤していく。あわせて、特別の
料⾦の対象となる薬剤費の割合の引き上げについても検討する。 

なお、実施に当たっては、こども、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患
を抱えている⽅、低所得者、⼊院患者、医師が対象医薬品の⻑期使⽤等が医療上必要
と考える⽅等に対する配慮を検討する。 
 

② ⾷品類似薬の保険給付の⾒直し 
医療保険給付の適正化の観点から、栄養保持を⽬的とした医薬品のうち、代替可能

な⾷品が存在する医薬品について、経⼝による通常の⾷事から栄養補給可能な患者
に対する使⽤は保険給付外とする。 

なお、⼿術後の患者、経管により栄養補給を⾏っている患者などについては、引き
続き保険給付の対象とする。 

 
③ ⻑期収載品の選定療養の拡⼤ 

⻑期収載品については、令和６年 10 ⽉より、先発医薬品と後発医薬品の価格差の
４分の１相当が選定療養の対象となり、「特別の料⾦」として患者に負担が求められ
てきたが、後発医薬品の更なる使⽤促進の観点から、価格差の２分の１相当へと引き
上げる。 

 
④ ⻑期処⽅・リフィル処⽅箋の活⽤ 

現役世代を含めた通院負担の軽減の観点から、症状の安定している患者に係る⼀
定の医薬品の投与について⻑期処⽅・リフィル処⽅箋を原則化することを視野に⼊
れ、⻑期処⽅・リフィル処⽅箋に対応している旨の院内掲⽰を必須要件とする医療
機関を、こうした患者が通院する医療機関が対象となるよう拡⼤する。あわせて⻑
期処⽅・リフィル処⽅箋の活⽤を阻害している要因を精査し、処⽅箋様式などの運
⽤を改善する。さらに、実効的なＫＰＩの設定を⾏い、医師と患者の双⽅の理解の
下で、安定した症状の下で定期的に通院している患者に対する⻑期処⽅・リフィル
処⽅での対応が⼀層普及するよう、必要な対応を図ることとする。 

 
（２）⾦融所得の反映などの応能負担の徹底 

現役世代に負担が偏りがちな構造の⾒直しの観点から、年齢にかかわらず公平な応
能負担を実現するための第⼀歩として、まずは後期⾼齢者医療制度の窓⼝負担割合や
保険料等への⾦融所得の反映を実現するため、具体的な法制上の措置を令和７年度中
に講じる。具体的には、税制における確定申告の有無により負担等が変わる不公平な
取扱いを是正し、確定申告をしていない場合であっても、確定申告をした場合と同様
に、上場株式の配当等の⾦融所得を反映する。このため、関係省庁と協⼒の上で、税
制における⾦融所得に係る法定調書へのマイナンバー記載を徹底しつつ、法案成⽴後
３年程度で保険者への法定調書のオンライン提出義務化が確実に履⾏できるよう、⾦
融機関や⾃治体等の関係者の事務負担等に留意しながら調整を進めるとともに、事務
の性格を踏まえ法定調書データベース運営法⼈の調整を進める。 
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（３）⾼額療養費制度の⾒直し 
⾼齢化の進展や医療の⾼度化等を背景にした医療費の増⼤に直⾯する中、医療保険

制度の持続性を⾼め、とりわけ重要なセーフティネット機能である⾼額療養費制度を
将来にわたって堅持していく観点から、⾼額療養費制度の⾒直しを⾏う。 

⾒直しの具体的な内容は、「⾼額療養費制度の⾒直しの基本的な考え⽅」（令和７年
12 ⽉ 16 ⽇ ⾼額療養費制度の在り⽅に関する専⾨委員会）を踏まえ、別紙４の通りと
する。 

 
（４）⾼齢者の窓⼝負担の⾒直し 

⾼齢者の特徴を踏まえ、現役世代よりも低く設定されている⾼齢者医療の窓⼝負担
割合については、近年の⾼齢者の受診⾏動や所得の状況等も踏まえつつ、世代間・世
代内の公平性を確保する観点から、その在り⽅について、令和９年度予算編成過程に
おいて具体的な制度設計の検討を⾏い、結論を得る。その中で、⾼額療養費制度にお
ける外来特例の対象年齢の在り⽅や⾃⼰負担を３割とする対象者（「現役並み所得者」）
の適切な判断基準の在り⽅などについてもあわせて検討を⾏う。 

 
（５）介護保険制度改⾰ 

① 利⽤者負担の「⼀定以上所得」（２割負担）の判断基準の⾒直し 
能⼒に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を抑える観点から、利⽤

者負担が２割となる「⼀定以上所得」の判断基準の⾒直しについて検討する必要があ
る。検討に当たっては、介護サービスは⻑期間利⽤されること等を踏まえつつ、⾼齢
者の⽅々が必要なサービスを受けられるよう、⾼齢者の⽣活実態や⽣活への影響等に
加えて、令和８年度に⾒込まれる医療保険制度における給付と負担の⾒直し、現在補
⾜給付について⾏われている預貯⾦等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、第 10 期
介護保険事業計画期間の開始（令和９年度〜）の前までに、結論を得る。 

 
② 有料⽼⼈ホームの⼊居者に係る利⽤者負担の導⼊ 

ケアマネジメントについては、他の介護サービスとは異なり、利⽤者負担を求めて
こなかったが、ケアプラン作成を含めて利⽤者負担を求めている介護付き有料⽼⼈ホ
ーム（特定施設⼊居者⽣活介護）等との均衡等の観点から、住宅型有料⽼⼈ホームの
⼊居者に係る新たな相談⽀援の類型を設けた上で、利⽤者負担を導⼊する。 

 
③ 補⾜給付の⾒直し 

補⾜給付について、能⼒に応じた負担の観点から、所得区分の設定の精緻化を⾏う
とともに、区分間の利⽤者の負担限度額のバランスをとる措置を講じる。具体的に
は、令和８年８⽉から、年⾦収⼊等 120 万円超の所得区分の居住費の負担限度額を
⽉ 0.3 万円引き上げる。令和９年度中に、所得区分の設定を精緻化し、年⾦収⼊等
100 万円超 120 万円以下及び 140 万円超の所得区分について、負担限度額の⾒直し
を⾏う。 
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「こども未来戦略」（令和５年 12 ⽉ 22 ⽇閣議決定）を踏まえ、令和６年通常国会にお

いて、改正⼦ども・⼦育て⽀援法（令和６年法律第 47 号）など所要の法改正が成⽴。令
和８年度予算においては、歳出改⾰や既定予算の最⼤限の活⽤により財源を確保しつつ、
「加速化プラン」を着実に実施し、予算規模 3.6 兆円（国・地⽅合計）のうち 3.2 兆円程
度（約 9 割）を実現。 
 
（１）こども家庭庁予算 

 R5 年度 R６年度 R７年度 R８年度 
R7→R8 の

増額 

⼀般会計 39,691 41,457 42,367 42,795 ＋428 
⼦ども・⼦育て⽀援特別会計 
⼦ども・⼦育て⽀援勘定※1 8,413 11,375 20,216 21,118 ＋902 

⼩計 48,104 52,832 62,583 63,913 ＋1,331 

⼦ども・⼦育て⽀援特別会計 
育児休業等給付勘定※2 (7,625) (9,375) 10,687 11,043 ＋356 

合計 55,729 62,207 73,270 74,956 ＋1,686 

※1 純計ベース（歳出合計額から一般会計からの繰入額を差し引いた金額） 

※2 令和６年度の計数は、令和７年度及び８年度との比較のために組替えた後の歳出額。 

－ 令和８年度のこども家庭庁予算は、⼀般会計と⼦ども・⼦育て⽀援特別会計⼦ども・
⼦育て⽀援勘定の合計で 6 兆 3,913 億円と、令和７年度当初予算から 1,331 億円の
増加。さらに、育児休業等給付勘定を加えると 7 兆 4,956 億円と 1,686 億円の増加。 

－ 令和４年度予算（4 兆 6,863 億円）から２兆 793 億円の増加※（約４割増）。 
※ 一般会計と子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定の合計の増加分（１兆

7,050 億円）＋育児休業等給付の増加分（3,743 億円） 

－ 令和８年度における歳出改⾰による公費節減効果は国・地⽅で 0.18 兆円程度（令和
７年度は 0.18 兆円程度、令和６年度は 0.19 兆円程度）。 

－ 令和８年度における歳出改⾰等による実質的な社会保険負担軽減効果は▲0.17 兆
円程度（令和５〜８年度の合計は▲0.60 兆円程度）。 

－ 改正⼦ども・⼦育て⽀援法に基づき、上記の社会保険負担軽減効果の範囲内で令和
８年度から⼦ども・⼦育て⽀援⾦を導⼊（令和８年度は被保険者及び事業主の拠出分
が 0.60 兆円、⼀律の⽀援⾦率は 0.23％）。  

※ 同法に基づき、令和９年度概ね 8,000 億円、令和 10 年度概ね１兆円と段階的に構築 

－ 令和８年度の⽀援納付⾦は 6,436 億円を計上。⽀援納付⾦が満年度化するまでの
間の財源不⾜には、必要に応じて、「⼦ども・⼦育て⽀援特例公債」を発⾏。令和８
年度予算の発⾏額は 5,072 億円（令和７年度予算の発⾏額は 1 兆 1,397 億円）。 

Ⅴ. こども・⼦育て政策の抜本強化 ⇒ 別紙５ 
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（２）「加速化プラン」の着実な実施 

① 幼児教育・保育の質の向上等【⼦ども・⼦育て⽀援特別会計】 
 保育⼠・幼稚園教諭等の処遇改善 858 億円（⼀部、事業主拠出⾦） 

－ ⺠間給与動向等を踏まえた更なる保育⼠等の処遇改善として、令和 7 年⼈事院
勧告を踏まえた引き上げを⾏う（⼈件費の改定率は＋5.3％）。 

－ 引き続き、安定的かつ持続可能な改善が図られるよう、経営情報データベース
を活⽤し保育⼠等の賃⾦の状況を悉皆的に把握するとともに、⺠間給与動向等を
踏まえ、対応を検討する。 

 ※ 令和 7 年度予算における改定率は＋10.7％（所要額：1,607 億円） 

 こども誰でも通園制度の本格実施・給付化 349 億円★ 

－ 改正⼦ども・⼦育て⽀援法に基づく新たな給付として、「こども誰でも通園制度」
を創設。⽉⼀定時間までの利⽤可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔
軟に利⽤できる制度として、全国の地⽅公共団体において本格実施。 

② 国⺠年⾦第１号被保険者の育児期間における保険料免除措置の創設 152 億円★ 
【⼦ども・⼦育て⽀援特別会計から年⾦特別会計に繰⼊】 

－ ⾃営業・フリーランス等の国⺠年⾦第１号被保険者について、その⼦が１歳に
なるまでの期間の国⺠年⾦保険料免除措置を創設。 

③ ひとり親・低所得世帯への⽀援の⼤幅拡充 203 億円の内数 
－ 地⽅公共団体が公⺠館等を活⽤して、ひとり親・低所得世帯のこどもの⾷事を

集中的に⽀援する事業を創設。 

④ 共働き・共育ての推進 
 育児休業給付の増 8,896 億円（７年度︓8,857 億円） 

【⼦ども・⼦育て⽀援特別会計】 
－ 男性育休の取得促進等に伴う育児休業給付の⽀給額の増加。 
 出⽣後休業⽀援給付⾦ 248 億円（７年度︓243 億円）★ 

【⼦ども・⼦育て⽀援特別会計】 
－ ⼦の出⽣後⼀定期間内に被保険者とその配偶者がともに育児休業を取得した場

合に、育児休業給付とあわせて給付し、⼿取り 10 割相当の給付を実施。 
※ 子の出生後８週間以内（産後休業をした場合は 16 週間以内）に 14 日以上の育児休業

をした場合、最大 28 日まで手取り 10 割相当額を支給（配偶者も同様）。 

 育児時短就業給付⾦ 505 億円（７年度︓549 億円）★ 
【⼦ども・⼦育て⽀援特別会計】 

－ 時短勤務中に賃⾦が低下した場合に給付を⾏うことで、柔軟な働き⽅として時
短勤務制度を選択しやすくする。 
※ 時短就業中の各月に支払われた賃金額の 10％相当額を支給。 

 育児休業を⽀える体制整備を⾏う企業への⽀援 
373 億円（７年度︓347 億円）【労働保険特別会計】 

－ 業務を代替する周囲の社員への応援⼿当の⽀給に関する助成（育児休業中の⼿
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当⽀給︓最⼤ 140 万円）につき、対象を中⼩企業以外にも拡⼤。 
※ ★事業の財源として子ども・子育て支援納付金を活用 

 
（３）その他の幼児教育・保育の充実 

① 施設等利⽤給付（認可外保育施設・私学助成園）の上限額の⾒直し 37 億円 
－ 令和元年の制度創設以来、給付上限額が据え置かれてきた認可外保育施設等の

利⽤者負担軽減について、給付上限額の引上げ（（例）認可外（0〜2 歳）︓⽉ 42,000
円→45,700 円、私学助成幼稚園︓⽉ 25,700 円→28,000 円）。 

 ② ⾮常勤単価の引上げ、障害児・医療的ケア児に対応するための専⾨職配置の⽀援
等の公定価格の⾒直し 118 億円 

  － ⼈事院勧告を踏まえた⾮常勤保育⼠等の単価の引上げや、障害児・医療的ケア 
児に対応するための専⾨職配置の⽀援など、公定価格の⾒直しを通じた幼児教育・
保育の充実。 

 
（４）こども性暴⼒防⽌法の円滑な施⾏ 23 億円 
  － 令和 8 年 12 ⽉のこども性暴⼒防⽌法施⾏に向けた体制を確保するとともに、

対象事業者へ法律相談といった⽀援を⾏う。 
 
 

 
各歳出分野において、メリハリ付けを⾏いつつ、必要な予算を措置。 

 
（１）医療 

① 地域医療介護総合確保基⾦（医療分） 960 億円（7 年度︓909 億円、公費） 
  － ＩＣＴ機器等の導⼊によって業務効率化・職場環境改善に資する取組を⾏い、

⽣産性向上を図る病院に対して必要な経費を⽀援する事業について、法改正を⾏
った上で基⾦の新たな事業区分として創設。 

 
② 重点医師偏在対策⽀援区域における経済的インセンティブ 30 億円（新規） 

  － 今後も⼀定の定住⼈⼝が⾒込まれるものの、必要な医師を確保できず、⼈⼝減
少よりも医療機関の減少のスピードの⽅が早い地域などを重点医師偏在対策⽀援
区域と設定した上で、当該地域における医師確保を推進するため、以下の経済的
インセンティブを実施。 
・ 当該区域で承継⼜は開業する診療所の施設整備、設備整備、⼀定期間の地域

への定着に対する⽀援（20 億円） 
・ 当該区域内の医療機関に新たに医師を派遣する医療機関に対する医師派遣に

要する費⽤の⽀援（4.6 億円） 
・ 当該区域において医師の勤務・⽣活環境の改善のための⼟⽇の代替医師確保

への⽀援（5.3 億円） 
 

（２）介護 

Ⅵ．その他各歳出分野における取組 
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① 地域⽀援事業の推進等 1,807 億円（７年度︓1,800 億円） 
－ 地域包括ケアシステムの実現に向けて、⾼齢者の社会参加・介護予防に向けた

取組、配⾷・⾒守り等の⽣活⽀援体制の整備、認知症の⼈への⽀援の仕組みづく
り、在宅医療と介護の連携等を⼀体的に推進。 
※ 引き続き、高齢者の地域における自立した日常生活の支援や社会参加を促進する観

点から、介護予防・日常生活支援総合事業の充実を図るための見直しを検討。 

 
② 地域医療介護総合確保基⾦（介護分） 

430 億円（公費）（7 年度︓524 億円（公費）） 
－ 介護施設の整備や介護⼈材の確保等に向けて必要な事業を⽀援。 

※ 地域の実情に応じた介護従事者の確保対策等のため、⾜もとの執⾏状況を踏まえた
⾒直しを⾏った上で、基⾦のメニュー事業を追加・拡充（訪問介護・ケアマネジメント
の提供体制確保⽀援事業の追加等）。 

※ 本基⾦のほか、「介護事業所における⽣産性向上推進事業」（1.2 億円）等により、テ
クノロジーの導⼊や⽣産性の向上を推進。 

※ 介護テクノロジーの導⼊・定着や、経営の協働化、経営改善を⽀援するとともに、こ
れらの⽀援を⾏う都道府県相談窓⼝等の機能強化を図り伴⾛⽀援を充実するため、別
途、令和７年度補正予算において、220 億円を措置。 

 
③ インセンティブ交付⾦（保険者機能強化推進交付⾦・介護保険保険者努⼒⽀援交

付⾦） 295 億円（7 年度︓301 億円） 
－ 保険者機能の強化に向け、市町村や都道府県による取組の客観的な評価結果に

応じて交付⾦を交付し、予防・健康づくり等を充実させる財政的インセンティブ
を与えることにより、保険者等による⾼齢者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌等を推進。 
 

④ 認知症関連施策の推進 125 億円（7 年度︓125 億円） 
＜⼀部科学技術振興費における対応＞ 

－ 令和６年１⽉に施⾏された「共⽣社会の実現を推進するための認知症基本法」
及び令和６年 12 ⽉に閣議決定した「認知症施策推進基本計画」に基づき、認知症
施策を総合的かつ計画的に推進。 
※ ⼀部①と重複。 
※ 認知症になってからも、希望をもって⾃分らしく暮らし続けることができる共⽣社

会を実現するため、地⽅公共団体における認知症施策推進計画策定のための準備経費
及び認知症の⼈と家族等の地域での多様な居場所づくり⽴ち上げに係る経費の補助と
して、令和７年度補正予算において 5.0 億円を措置。 

 
（３）年⾦ 

○ 年⾦国庫負担 134,295 億円（7 年度︓132,590 億円） 
－ 基礎年⾦国庫負担（２分の１）等について措置。 
－ ⾜もとの物価等の状況を勘案し、令和８年度の年⾦額改定率を 2.0％と⾒込ん

で計上。 
※ 令和８年度の実際の改定率は、令和７年の消費者物価指数が公表される令和８年１

月中旬に確定。 
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（４）障害者⽀援等 

① ⾃⽴⽀援給付（障害福祉サービス等） 17,981 億円（７年度︓16,370 億円） 
－ 障害者が⾝近な地域等で暮らすために必要な障害福祉サービスに必要な経費を

計上。 
（参考）補装具費を含めた⾃⽴⽀援給付は 18,145 億円（７年度︓16,531 億円） 

※ 金額は障害福祉サービス等報酬改定を反映後の金額。 

 
② 障害福祉サービス事業所等の整備等 40 億円（７年度︓50 億円） 

－ 障害者の社会参加⽀援や地域⽣活⽀援を更に推進するため、地域移⾏の受け⽫
としてグループホーム等の整備を促進。 

 
（５）⽣活扶助基準の⾒直し 

○ ⽣活保護費等負担⾦ 28,464 億円（７年度︓28,235 億円） 
－ ⽣活扶助基準における令和５年度以降実施してきた臨時・特例の措置について、

⼀般低所得世帯の消費実態や社会経済情勢などを総合的に勘案して、⾒直しを⾏
う。 
①  令和４年の社会保障審議会⽣活保護基準部会の検証結果に基づく令和元年当

時の消費実態の⽔準への特例加算（現⾏︓世帯⼈員⼀⼈当たり⽉額 1,500 円）
について、1,000 円引き上げて⽉額 2,500 円にするとともに、 

②  加算を⾏っても従前の基準額から減額となる世帯について、従前の基準額を
保障 

※ 令和８年 10 ⽉から１年間の措置として実施。財政影響は８年度 57 億円（半
年分）。経済・物価動向等を踏まえた対応としては、このほか、令和７年 10 ⽉
からの特例加算額引上げ（⽉額 1,000 円→1,500 円）の平年度化による増 24
億円があり、８年度の財政影響は全体で 81 億円。 

 
（６）労働市場改⾰の推進と多様な⼈材の活躍促進等 

① 賃上げ⽀援、⾮正規雇⽤労働者への⽀援 1,961 億円（７年度︓2,003 億円） 
【⼀般会計・労働保険特別会計】 

＜⼀部中⼩企業対策費における対応＞ 
 － 最低賃⾦・賃⾦の引上げに向けた中⼩・⼩規模企業等⽀援（「賃上げ」⽀援助成

⾦パッケージ）や、⾮正規雇⽤労働者への⽀援等を実施。 
※ 業務改善助成金：21 億円（７年度補正予算：352 億円） 

キャリアアップ助成金：1,022 億円          等 

 
② リ・スキリング、労働移動の円滑化の推進等 1,881 億円（７年度︓1,932 億円） 

【労働保険特別会計】 
 － 教育訓練給付等の活⽤による、労働者個々⼈の学び・学び直しや企業における

⼈材育成の⽀援の促進、⾮正規雇⽤労働者等が働きながら学びやすい職業訓練、
賃⾦上昇を伴って中途採⽤者を雇⽤する事業主への⽀援等を実施。 

※ 人材開発支援助成金：539 億円   等 
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③ ⼈材確保の⽀援 507 億円（７年度︓484 億円） 

【⼀般会計・労働保険特別会計】 
－ ハローワークの専⾨窓⼝（⼈材確保対策コーナー）等による医療・介護分野等

のマッチング⽀援の強化、雇⽤管理制度等の導⼊及び賃上げにより従業員の定着・
確保を図る事業主への⽀援の拡充等を実施。 

※ 人材確保等支援助成金：25 億円   等 

 
④ 多様な⼈材の活躍促進等 492 億円（７年度︓460 億円） 

【⼀般会計・労働保険特別会計】 
－ 就職氷河期世代を含む中⾼年層への就労⽀援、障害者就業・⽣活⽀援センター

による就業⽀援の促進、育成就労制度の施⾏に向けた必要な体制整備等を実施。 
 
（７）その他 

① ⽣活困窮者⾃⽴⽀援等の推進 898 億円（７年度︓833 億円） 
＜⼀部デジタル庁計上分を含む＞ 

＜⼀部②包括的な⽀援体制の整備と重複＞ 
－ ⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づき、⽣活困窮者に対する包括的な相談⽀援や就労

⽀援等を実施。 
－ ⼦どもの学習・⽣活⽀援事業について、昨今の賃⾦上昇等を踏まえた補助基準

額の引上げを実施。 
 

② 包括的な⽀援体制の整備 1,015 億円（７年度︓885 億円） 
－ ⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度を軸とした包括的な⽀援体制の整備、過疎地域等にお

ける既存の相談⽀援・地域づくり事業の機能集約等を実施。 
－ 重層的⽀援体制整備事業（多機関協働事業等）について、より効果的な事業実

施の観点から、補助基準額・補助率を⾒直し。 
 

③ ⾃殺総合対策の推進 41 億円（７年度︓40 億円） 
＜⼀部その他の事項経費における対応＞ 

－ 地域の実情に応じた継続的な⾃殺防⽌対策、⺠間団体への⽀援を通じた全国的
な⾃殺防⽌対策、こども・若者の⾃殺危機対応チームによる⽀援等を実施。 

 
④ Ｂ型肝炎給付⾦ 572 億円（７年度︓1,181 億円） 

－ 「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付⾦等の⽀給に関する特別措置法」に基づき、
Ｂ型肝炎ウイルスの感染被害を受けた⽅々への給付⾦等の⽀給に万全を期すため、
「B 型肝炎訴訟の全体解決の枠組みに関する基本⽅針」に沿って、従前より措置
してきた 572 億円を措置し、令和 7 年度補正予算で措置した 1,198 億円とあわ
せ、給付⾦等の⽀給に⼗分な予算を確保。 

 
⑤ ⼥性の健康総合センターの体制強化 28 億円（７年度︓22 億円） 
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－ ⼥性の健康や疾患に特化した研究やデータの収集・解析、情報発信、⼥性の体
とこころのケアなどの⽀援を⾏うため、国⽴成育医療研究センターに設置された
⼥性の健康総合センターの体制を強化。 
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各種資料については、計数整理の結果、異動を生ずることがある。
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